
「思いや考えを豊かに表現し、相互に理解を深め合う児童の育成
～自ら考え、自ら学ぶための国語力と豊かに生きるための実践力を育てる指導～

心と体を豊かに育む
南市岡小学校版「生きる」教育

～言葉学びと図書館教育～
令和7年9月10日（水）

大阪市立南市岡小学校

校長 木村 幹彦

大阪市立南市岡小学校校長 木村幹彦です。本校は大阪市教育委員会のが
んばる先生支援事業の選定を受けております。また、文部科学省「生命の安
全教育普及展開事業」大阪市普及展開拠点校となっております。本日は遠く
は、中国、そして他の都府県からも本校公開授業研修会にご参加いただきあ
りがとうございます。本日、ご参加の皆様は、教育、行政、福祉関係等様々
ですが、子どもたちの未来のために活躍されている方ばかりです。
大変暑い中ですが、子どもたちの未来のためにさらに熱く語り合える研修

会になることを祈念して、会を始めたいと思います。皆様よろしくお願いい
たします。

では、 私からは、このような授業をするに至った経緯についてご説明
させていただきます。

1



「『生きる」教育」とは何か
 「『生きる』教育」：子どもたちが直面する「人生の困難」を解決するために必要な知識を
習得し、友だちと真剣に話し合うことで安全な価値観を育むことをめざす教育。子どもた
ちにとって一番身近であり、心の傷に直結しやすいテーマをも授業の舞台にのせ、社会
問題として捉えなおすとともに、授業の力で子どもたち相互にエンパワメントを生み出し、
個のレジリエンスへつなげることをめざしている。

（西澤哲・西岡加名恵監修『「『生きる』教育」――自己肯定感を育み、自分と相手を大切
にする方法を学ぶ』日本標準、2022年）

「生き方」を教える他のアプローチ
• 道徳：
徳目主義の問題点 → 「考え、議論する道徳」
「自主、自律、自由と責任」「希望と勇気、克己と
強い意志」「思いやり、感謝」「相互理解、寛容」
「遵法精神、公徳心」「家族愛、家庭生活の充
実」「生命の尊さ」「よりよく生きる喜び」など、
毎年22項目

• 生活綴方
（作文による自己表現と集団での交流）

• 生活指導（集団づくりを通した自治の指導）

「『生きる』教育」
→子どもたちの「認識」へのアプローチ
• 徹底した教材研究
（法学、医学、心理学、福祉学・・・）

• 子どもたちに獲得させたい理解を
目標として明確化

• 効果的な指導方法の開発
（ハンズオン、マインドオン）

１．はじめに

「『生きる』教育」とは、私が教頭・校長
をしていた大阪市立生野南小学（約１割の児
童が校区内の児童養護施設から通う）で、
2016年度ころから作られた独自の教育プログ
ラムです。一言でいうと、「自分と相手を大切に
する力を育てる」教育です。本校では2022年度か
らこの「『生きる』教育」を取り入れました。
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詳しい内容は、本日、講師できていただいている、京都大学大学院教授の
西岡加名恵先生に本としてまとめていただいていますが、広い意味では「心
を育てる国語・図書館教育」や「生活指導を中心とした学校づくり」を含め
た３本柱の取り組みだと考えています。

2021/11/19
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（「産経新聞」
2020年8月26日）

2020年の新聞記事にも「思いを言葉に」や、「校内暴力消え」が見出しに
なっていたことご紹介しておきます。
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４月１６日にNHKクローズ現代で「校内トラブル激減感情リテラシーを育む
授業」として紹介されたのも国語の授業でした。
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闇バイト問題の問題に向き合う方法の一つとして紹介されていました。
この番組を制作されたNHKのディレクターも来られてますので、後ほど、

コメントをいただきたいと思います。
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２．国語・図書館教育

視点① 「論理的思考力を鍛えること」
視点② 「心内語を書くこと」
視点③ 「言語活動の工夫」

本校では、このような国語・図書館教育を、
「心を育てる国語科教育」と位置付けている。

これらの学びを進めることで、子どもたちは、

●基盤となる国語の知識を生かし

●論理的に考えることや、相手の気持ちを想像すること、

感じたことを伝え合う経験をする。

●それが、これからを生きていくための知識や経験として

蓄積され、『生きる』力として生かされていく。

本日、副題を～言葉学びと図書館教育～としたのは、国語・図書館教育との
関係もお伝えしたかったからです。
生野南小学校で８年間、本校で４年間「国語・図書館教育」を指導してい

ただいた田村泰宏先生に後ほどパネルディスカッションにてお話していただ
きます。
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「泣き寝入り」をさせない⇒児童観察、いじめ事象の掘り起こし「泣き寝入り」をさせない⇒児童観察、いじめ事象の掘り起こし

「喧嘩両成敗」の排除⇒５０対５０の喧嘩はほぼ起きない
「お互いに謝る」ではなく「お互いに謝らない」の選択を可に
「喧嘩両成敗」の排除⇒５０対５０の喧嘩はほぼ起きない
「お互いに謝る」ではなく「お互いに謝らない」の選択を可に

デコピンしようは決闘罪デコピンしようは決闘罪

かかってこいでも傷害罪かかってこいでも傷害罪

暴力行為の抑止

暴力類似行為の抑止

わざとで無くても過失致傷罪・未必の故意わざとで無くても過失致傷罪・未必の故意

加害者にのみに謝罪をさせる原則 自力救済不要⇒仕返し行動の抑止

8

３．緻密な生活指導

加害行為の抑止

では、３本柱の一つ、緻密な生活指導について話していきます。本校の生活
指導では、「泣き寝入り」や「喧嘩両成敗」を排除し、加害行為の抑止をし
たり、
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見逃さない、聞き逃さない⇒その場で指導見逃さない、聞き逃さない⇒その場で指導

暴言行為の制止

自傷行為の制止

暴力行為の制止

正当行為として有形力の行使⇒正当防衛、現行犯逮捕の法理正当行為として有形力の行使⇒正当防衛、現行犯逮捕の法理

加害行為等に積極介入

正当行為として有形力の行使⇒緊急避難の法理正当行為として有形力の行使⇒緊急避難の法理

9

これらのような加害行為へ、積極的に介入をしたりして指導しています。
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①〔いじめ防止対策推進法〕第２条
『いじめ』とは、･･･当該行為の対象となった
児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。

②〔大阪市いじめ対策基本方針〕
「『いじめ』を受けた子どもの救済と尊厳」
を最優先する。

①〔いじめ防止対策推進法〕第２条
『いじめ』とは、･･･当該行為の対象となった
児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。

②〔大阪市いじめ対策基本方針〕
「『いじめ』を受けた子どもの救済と尊厳」
を最優先する。

子どもの権利保障

10

また、子どもの権利の保障。
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① 初動のスピード いじめや問題行動が起こった場合、まず被害
児童の救護（保健室⇒医療機関）と保護、周りへの拡散を防ぐ。

② 正確な実態把握 聞き取りは個別で行い、被害児童を先にする。
時系列や具体物など詳細を聞き取り、明らかになった事実を手
だてに両者の加害被害度合いの認識にズレのない状態で指導する。

③ 望ましい行動を指導 加害児童には、人格を否定するのでは
なく児童自身に自分の行いが与える影響を考えさせ、相手の立場
に立たせることに重点を置き次の行動も自らが考えるように促す。

④ チーム学校で対応 時には、学級担任が時間をかけて聞き取
りをしたり、急遽、家庭訪問に走ったりするときには手空きの教
員が迅速に補欠や指導の体制を組む。

① 初動のスピード いじめや問題行動が起こった場合、まず被害
児童の救護（保健室⇒医療機関）と保護、周りへの拡散を防ぐ。

② 正確な実態把握 聞き取りは個別で行い、被害児童を先にする。
時系列や具体物など詳細を聞き取り、明らかになった事実を手
だてに両者の加害被害度合いの認識にズレのない状態で指導する。

③ 望ましい行動を指導 加害児童には、人格を否定するのでは
なく児童自身に自分の行いが与える影響を考えさせ、相手の立場
に立たせることに重点を置き次の行動も自らが考えるように促す。

④ チーム学校で対応 時には、学級担任が時間をかけて聞き取
りをしたり、急遽、家庭訪問に走ったりするときには手空きの教
員が迅速に補欠や指導の体制を組む。

正確な事実確認と指導

11

迅速で正確な事実確認と指導を行ってきました。
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①行為の振り返り ②今からどうするか考えさせる
③被害者への謝罪（強制しない）
①行為の振り返り ②今からどうするか考えさせる
③被害者への謝罪（強制しない）

①可能な限り本人に原状復帰させる
②保護者の協力を得てできれば弁償してもらう
①可能な限り本人に原状復帰させる
②保護者の協力を得てできれば弁償してもらう

暴力・暴言

トラウマ理解に基づく指導

器物破損

①悪意と決めつけない
②忘れていたという前提にして、やり直せば責めない
①悪意と決めつけない
②忘れていたという前提にして、やり直せば責めない

掃除等の
さぼり

ただし、謝罪の意思がない場合は、被害者保護の観点から別室での学習に
なったり、被害者（保護者）が法的措置をとる可能性があることを伝える。
ただし、謝罪の意思がない場合は、被害者保護の観点から別室での学習に
なったり、被害者（保護者）が法的措置をとる可能性があることを伝える。

「仮定無罪の原則」（国際人権規約Ｂ規約14条2項）「仮定無罪の原則」（国際人権規約Ｂ規約14条2項）

12①怒鳴らない ②身体に触らない ③話は短くする ④罰を与えない①怒鳴らない ②身体に触らない ③話は短くする ④罰を与えない

トラウマ・インフォームド・エデュケーション

さらに、トラウマ理解に基づいたこのような指導と、①怒鳴らない ②身体
に触らない ③話は短くする ④罰を与えない指導を行いました。
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注意すると、友達やからいいねん。兄弟やからいいねん注意すると、友達やからいいねん。兄弟やからいいねん

全校集会で暴力、悪口などの人に対する攻撃はもちろん。勝手に
人の体にさわるのは友達、兄弟、家族、夫婦でもダメと話す。

朝、友達にちょっかいかけながら、悪口を言い合いながら登校

13

あおられたから、殴った

注意すると、こいつがあおってきたから悪い、正当防衛や注意すると、こいつがあおってきたから悪い、正当防衛や

人に暴力をふるう理由にならない。正当防衛にあたらない。

廊下を走っていて、他児にぶつかり、転倒させて負傷させる

注意すると、わざとじゃないから謝らない。こちらも痛かった。注意すると、わざとじゃないから謝らない。こちらも痛かった。

わざとじゃなくても人にぶつかったら責任（交通事故と同じ）

南市岡小学校の状況

ところが、４年前には、このような状態でした。
朝、友達にちょっかいかけながら、悪口を言い合いながら登校する児童に注
意すると、友達やからいいねん。兄弟やからいいねん。との返事。
そこで、全校集会で暴力、悪口などの人に対する攻撃はもちろん。勝手に人
の体にさわるのは、友達、兄弟、家族、夫婦でもダメと話す。などです。
しかし、法律に即したルールと組織的対応で、３か月で効果が現れました。
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いじめ

発達課題のあるA児にB児が過剰に反応。
A児への攻撃が日常になり足のアザが毎日増
える。両児童の被害加害の主張が一致せず、
保護者間のトラブルに。
学校で児童同士の主張が一致した内容につい
て謝罪させる。被害児童・保護者に両児童の
主張を完全に一致させる事が難しい理由を説
明し理解を得る。

いじめ

発達課題のあるA児にB児が過剰に反応。
A児への攻撃が日常になり足のアザが毎日増
える。両児童の被害加害の主張が一致せず、
保護者間のトラブルに。
学校で児童同士の主張が一致した内容につい
て謝罪させる。被害児童・保護者に両児童の
主張を完全に一致させる事が難しい理由を説
明し理解を得る。

14

以下、2022年度4月8日から３か月間で対応した事案の一例です。
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不登校

不登校で保護者が、乗り越られて、登校が無
くなる。
担任の粘り強い家庭訪問 無理ない登校勧奨
効果的な家庭訪問のタイミングが分かる
養護教諭が連携して家庭訪問
保護者の対応が改善
登校状況が改善

不登校

不登校で保護者が、乗り越られて、登校が無
くなる。
担任の粘り強い家庭訪問 無理ない登校勧奨
効果的な家庭訪問のタイミングが分かる
養護教諭が連携して家庭訪問
保護者の対応が改善
登校状況が改善

15
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暴言・暴行

A児がB児のシャツをハサミで切る。C児に対
してハサミのカバーを外して「殺すぞと発
言」。C児の保護者が「B児を登校したら、C
児を帰宅させる」と発言。対応を求める。
学校は、B児を保護者と本人の同意のもと１
日別室指導。見守り教員が付き添い徐々に教
室に。他児が恐怖やストレスを感じていない
ことを確認し、C児の保護者も復帰に同意。

暴言・暴行

A児がB児のシャツをハサミで切る。C児に対
してハサミのカバーを外して「殺すぞと発
言」。C児の保護者が「B児を登校したら、C
児を帰宅させる」と発言。対応を求める。
学校は、B児を保護者と本人の同意のもと１
日別室指導。見守り教員が付き添い徐々に教
室に。他児が恐怖やストレスを感じていない
ことを確認し、C児の保護者も復帰に同意。

16
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いじめ

A児がB児、C児、D児、E児らから嫌がらせの発言を
受けて登校できなくなる。当初、B児らは加害を認
めなかったが、学校の指導で認め謝罪の意思を表
明。しかし、A児が受け入れられる状況に無かった
ので、謝罪の無いまま安全を確保して教室に。
A児に安心感が醸成され、謝罪を受け入れる。しか
し、A児の不安が続くため、学校は、保護者の常時
付き添いを認める。その後、 A児は激しい赤ちゃ
ん帰りの様な状態となったが、徐々に緩和。

いじめ

A児がB児、C児、D児、E児らから嫌がらせの発言を
受けて登校できなくなる。当初、B児らは加害を認
めなかったが、学校の指導で認め謝罪の意思を表
明。しかし、A児が受け入れられる状況に無かった
ので、謝罪の無いまま安全を確保して教室に。
A児に安心感が醸成され、謝罪を受け入れる。しか
し、A児の不安が続くため、学校は、保護者の常時
付き添いを認める。その後、 A児は激しい赤ちゃ
ん帰りの様な状態となったが、徐々に緩和。
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保護者からの暴力

A児は、一人一台端末の相談機能を使い複数
の教員に相談を求め、父親からの暴力被害を
訴える。担任、首席、校長らで本人から聞き
取り。A児は、その日、母親に先生に話をし
たことを伝える。懇談会で担任が母親からも
聞き取り。A児の表情が急に明るくなったの
で、本人に理由を尋ねると話した次の日から
父親が急に優しくなったとのこと。

保護者からの暴力

A児は、一人一台端末の相談機能を使い複数
の教員に相談を求め、父親からの暴力被害を
訴える。担任、首席、校長らで本人から聞き
取り。A児は、その日、母親に先生に話をし
たことを伝える。懇談会で担任が母親からも
聞き取り。A児の表情が急に明るくなったの
で、本人に理由を尋ねると話した次の日から
父親が急に優しくなったとのこと。
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粗暴

A児は気に入らない事があると授業離脱等で、
気を引き自分の主張を受け入れてもらおうと
する。教員が過剰に反応すると行動がエスカ
レートするので、他者に迷惑がかからない場
合は、静かに見守りつつ必要に応じて寄り添
う。雨の日に授業離脱して泥んこになり困っ
ていた時、首席がそっと体操服を渡す。行動
が落ち着いてきた。

粗暴

A児は気に入らない事があると授業離脱等で、
気を引き自分の主張を受け入れてもらおうと
する。教員が過剰に反応すると行動がエスカ
レートするので、他者に迷惑がかからない場
合は、静かに見守りつつ必要に応じて寄り添
う。雨の日に授業離脱して泥んこになり困っ
ていた時、首席がそっと体操服を渡す。行動
が落ち着いてきた。
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支配と依存の関係

A児(女子)が執拗にB児(男子)に絡みに行き、
暴力的な行動。B児は、イヤだイヤだと言い
ながら、A児の暴力を誘発する様な行動を続
けている。担任が両児童に指導。校長もB児
(男子)に２回アドバイスをして、実は、あな
たのこんな行動がA児の行動を誘発している
と説明。担任がB児の保護者に同様の説明。
徐々に落ち着く。

支配と依存の関係

A児(女子)が執拗にB児(男子)に絡みに行き、
暴力的な行動。B児は、イヤだイヤだと言い
ながら、A児の暴力を誘発する様な行動を続
けている。担任が両児童に指導。校長もB児
(男子)に２回アドバイスをして、実は、あな
たのこんな行動がA児の行動を誘発している
と説明。担任がB児の保護者に同様の説明。
徐々に落ち着く。
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学年 内容 教科 単元・主題・テーマ

１年 命 特別活動 生命（いのち）の安全教育
たいせつな こころと体

家族 特別活動 ふれること、ふれられることについて考えよう
～プライベートゾーン～（１）

２年 家族 特別活動 ふれること、ふれられることについて考えよう
～プライベートゾーン～（１）

３年 命 特別活動 子どもの権利条約を知ろう（３）

４年 命・家族 総合 考えようみんなの凸凹（１）

命 保健体育科 からだの成長について考えよう

５年 命 特別活動 心の傷のメカニズムを知ろう（１）

６年 命 特別活動 心の傷のメカニズムを知ろう（１）

４．南市岡小学校版「『生きる』教育」 202２年度

そして、本校１年目2022年度の「生きる教育」です。括弧内は時数を示して
います。１・２年生、５・６年生は同じ教材を使っています。お手持ちの指
導案の冊子の後ろに実施計画を載せております。併せてご覧ください。
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プライベートゾーン

からだの成長

ＳＮＳ教室

「生きる教育」を
取り入れるまで

前任の荻野養護教諭がプライベートゾーンや第二次性徴、性に関する情報に
ついての指導をすでに行こなっていました。
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「生きる教育」を取り入れた経緯

からかい・冷やかし

言い合い

叩く、さわる

いじめの芽

しかし、子ども達は、からかいや冷やかし、人の体をたたく・勝手に触るな
どといったことに、「遊んでいるだけ」、「いつものこと」と言うなど、
「いじめ」の芽になるような言動を気軽にしていました。

23



→自分や相手の心や体を大切にする
取り組み

重大ないじめ

いじめの芽

生きる教育

前任の荻野養護教諭も「『自分や相手の、心や体を大切にする取り組み』が
もっと必要と感じていたので、「『生きる』教育」を始ることを提案しまし
た。
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2022年度の取り組み

子どもの権利条約

心の傷のメカニズ
ムを知ろう

考えようみんなの
凸凹

2022年度は、１・２年生では、「大切な心と体」と「プライベートゾーン」
について、●３年生では「子どもの権利条約」、●４年生では、障がい者理
解教育の「考えようみんなの凸凹」、●５・６年生では、「心の傷のメカニ
ズムを知ろう」を実施しました。私は、子どもの権利条約の授業をしました。
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指導後の児童の感想

友だちがいやがって
いないか考える。

ぼくたちは、
こんなに権利

があるんだな。

他の人の思いやり
を素直にうけとめ

ようと思った。

プライベートゾーンの
約束をみんなが守った

ら楽しい学校になるね。

指導後の児童の感想では、●「プライベートゾーンの約束をみんなが守った
ら楽しい学校になるね。」、●「友だちが嫌がっていないかを考える」、と
いった感想がありました。
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学年 内容 教科 単元・主題・テーマ

１年

命 特別活動
生命（いのち）の安全教育（１）
たいせつな こころと体（１）

家族 特別活動
ふれること、ふれられることについて考えよう
～プライベートゾーン～（１）

２年

命 特別活動
人との距離感って？（１）

家族 生活科
[東書]あしたへジャンプ（２）

３年 命 特別活動 子どもの権利条約を知ろう（３）⇒（４）

４年

命 特別活動 からだの成長について考えよう（１）

キャリア 特別活動
10歳のハローワーク
～ライフストーリーワークの視点から～（３）⇒（４）

５年 命
保健体育科
（保健分野）
特別活動

心の健康
やってみよう！～アサーショントレーニング～（１）

６年 家族 特別活動
デートＤＶ 愛？支配？
～パートナーシップの視点から～（３）⇒（４）

2023・2024年度

次は、2023、2024年度の取り組みです。2023年度から新たに取り入れたも
のを赤い字で、2023年度から2024年度に増えた時間数を矢印（⇒）で表して
います。
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指導後の保護者の方の感想

意識共有できる環境が
ありがたいです。

子どもの時に積極的に
教えてもらいたかったです。

相手との距離間について
良い気づきがあった。

これからも
取り入れてほしい。とても貴重な授業でした。

保護者の方からもこのような感想をいただきました。
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安全・安心な
学校生活

叩かれた。
蹴られた。

相談して
いいんだ。

心や体を大切にする

４．児童の意識変容

効果として、自分の気持ちを大切に考え、不安に思ったこと、嫌だったこと
を「相談していいんだ。」となり、「叩かれた。」、「蹴られた。」など、
担任や養護教諭に相談する児童が増えました。●「安全・安心な学校生活」
を誰もが送れるようになってきました。
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対人故意の負傷・要医療件数
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実際、故意による要医療件数、負傷についてこのように減少しています。
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校区変更のため、児童数が1.5倍になったので、割合で示します。2021年度
以前は、被害が訴えにくい状況。2022年度は、訴えがあれば、半分は医療へ
つながっています。2023年度は、「身体への加害行為は、全て保健室で見
る。」が、徹底されたため件数は増えましたが、要医療は減少。今年度は、
要医療件数が本日までで１件です。
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32

②心を育て、
言葉で伝える

②心を育て、
言葉で伝える

①「いじめ」の無い学校①「いじめ」の無い学校

③人の尊厳を学ぶ③人の尊厳を学ぶ

保護者の意識変容

５．保護者の意識変容⇒子ども虐待予防教育の視点

子どもが虐待は家庭内の
「いじめ」と気づく

子どもが言葉で虐待被害を訴える

子どもが暴力・暴言の不合理に
気づく

子ども虐待の表面化学校・子ども相談Ｃの介入学校・子ども相談Ｃの介入

強力な抑止効果 子ども虐待減少

子どもたちは、保護者からの虐待に気づき、先生に虐待被害を訴えてくるよ
うになりました。当然学校は、その都度、子ども相談センターと連携して対
応しました。年々、子ども虐待事案は、減少しています。私たちは、これら
のことが「子ども虐待予防教育」となっていると考えています。
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なぜ、学校は、軽微な暴力、暴言、いじめについて、
子どもが被害を訴えにくくなったのか？

33

「学校で起きたことは、学校の責任」という論理「学校で起きたことは、学校の責任」という論理

・保健室に繋げない 被害・加害でないと思いたい

教員に被害や加害をぼやかそうとする心理が働く？

・保健室も事象を掘り下げづらい⇒担任に気を遣う

親も軽微な暴力、暴言が許容されてきた？⇒女性が不利に？

社会の中の「いじめ」がＤＶや子ども虐待へ繋がってきた？社会の中の「いじめ」がＤＶや子ども虐待へ繋がってきた？

そもそも親も軽微な暴力、暴言が許容されてきたのでは？
それは、「学校で起きたことは、学校の責任」という論理があり、教員には、
被害や加害をぼやかそうとする心理が働いてきたからではないでしょうか？
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34

「人に暴力をふるって怪我をさせたら暴力をふるっ
た人の責任」子どもなら保護者と一緒に責任をとる。
学校や先生の責任ではない。（全校集会）

「人に暴力をふるって怪我をさせたら暴力をふるっ
た人の責任」子どもなら保護者と一緒に責任をとる。
学校や先生の責任ではない。（全校集会）

医療に繋げば明らか 学校安心ルールでも明らか

・加害児童が十分に指導されない
・被害児童が救済されない

本校は気兼ねなく被害を訴え救済される安全・安心
の学校になった。児童の表情が明るく柔和になった。
論理的に考え積極的に発言・発表するようになった。

指導がなければ
エスカレート

これでは、加害児童に十分な指導ができませんし、そうなれば、暴力はエス
カレートします。本校の生活指導は、暴力行為をすべて保健室に繋ぐことで、
その悪弊を断ち切りました。だから子どもたちが、気兼ねなく、被害を訴え、
救済される安全・安心の学校になりました。子どもたちの表情が明るく柔和
になり、子どもたちが、論理的に考え積極的に発言、発表するようになった
のです。
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①緻密な生活指導

②国語・
図書館教育

35

③『生きる』教育

心を育て、言葉で伝える心を育て、言葉で伝える

「いじめ」の無い学校「いじめ」の無い学校

人の尊厳を学ぶ人の尊厳を学ぶ

おそらくどの学校にも必要であり大きな恩恵をもたらす

安全・安心・愛情を感じる

自分も人のも心と体を大切に

心の豊かさをもたらす

好
循
環

生野南小学校での経験から生野南小学校での経験から

今、このことが好循環になり後戻りしないようになっています。
つまり、緻密な生活指導で安全・安心が確保されたので、国語の授業で思っ
たことを自由に発言できるようになり、国語力が上がったので、生きる教育
を理解できるようになり、生きる教育が理解できたから、子どもたちは、よ
り、落ち着き、自分たちで安全安心を作りだすようになったのです。
本校で育った子どもたちは、将来、きっと、自分の子どもを虐待したり、
パートナーにDVをしたりすることは無いと思います。
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「生きる力を育む『性に関する指導』」(大阪市) 「生命（いのち）の安全教育」(文科省)

最後に、今年度の取り組みです。このように整理してみました。黄色の部
分が本日ご覧いただいた、「『生きる』教育」です。そして、この一覧は、
大阪市が進める「生きる力を育む『性に関する指導』」の本校の年間計画で
す。星印はその中で、文部科学省の「生命（いのち）の安全教育」に位置づ
いている授業です。備考欄の黄色は、大阪市教育委員会の生きる力を育む
『性に関する指導』の手引きで扱うことができる単元・主題テーマ例で、
【提供校】生野南小学校と記載されているものです。今、「『生きる』教
育」がこのように公的に位置づけられ、広がりを見せてきていることをお示
しし、私の話を終わらせていただきます。
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「『生きる』教育」と学校図書館

主幹学校司書：辻 智恵子

主幹学校司書の辻です。南市岡小学校図書館に週４日勤務しています。
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一生使える「生きる力」を

図書館から

① 思いやる力

② 知識の力

③ 表現する力

  ④ 情報を収集する力

学校図書館でも、南市岡小学校の実践研究である「生きる教育」に寄与し、
子どもたちがこれからの人生を通じて使える「生きる力」を育むために、学
校図書館で実践に取り組む立場から、以下の４点を意識して日々の業務に取
り組んでいます。
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①思いやる力
「物語」に触れる機会を増やす

 a

まず、自分以外の存在が何を考えてどのように生きているのかを追体験し、
「他人の境遇や気持ちを思いやる力」を育てるために「物語」に触れる機会
を増やすよう努めています。一例として、本校の貸出冊数は１回３冊までと
なっていますが、この中に必ず「物語」「おはなし」を含めることになって
います。また、本校では、１年生から６年生までの全クラスが毎週欠かさず
図書の授業に来館します。図書の授業では担任の先生方が学校司書による読
み聞かせやブックトークの時間を確保して下さっています。自分からは物語
を選ばない子どもたちも、読み聞かせの時間には集中して物語に耳をかたむ
けています。物語の主人公の人生を追体験することは子どもたち自身の人生
のシナリオを作り上げる一助になり、「生きる力」育成の基盤になると考え
ています。
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②知識の力
蔵書充実と授業支援

 a

子どもたちが生きていくためには、「知識の力」も欠かせません。図書館に
知識を得るための蔵書を充実させることはもちろんですが、知識を身につけ
るための授業を支援することも学校図書館の重要な役割です。子どもが学び
方を学ぶことに通じると考えています。単元学習前の準備として関連資料を
集めて教室に用意したり、図書の授業の折に単元学習に関連した知識絵本の
読み聞かせをしたり、調べ学習用の資料を準備してレファレンスを行ったり
といった授業支援を行っています。学習用の資料は本校の蔵書だけでは不足
することも多く、大阪市立港図書館からの団体貸出にはいつも大変助けてい
ただいています。
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③表現の力
「発表の場」としての図書館

 a

生きていく上で、「自分を表現する力」も必要です。単元学習のまとめと
して取り組んだ表現活動の成果を図書館で発表することもあります。（こち
らは１年生「いろいろなふね」で行った「のりものしらべ」の発表の様子で
す）
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③表現の力
成果物の展示と児童・教員からのコメント

 a

また、成果物を図書館に展示して、成果物を読んだ他学年の児童や先生方
に感想コメントを書いてもらうこともあります。（こちらは４年生「ヤドカ
リとイソギンチャク」の後に作成した「生き物調べリーフレット」に先生１
名児童２名からの感想を書いてもらったものです）「自分の成果物を誰かが
見て・聞いて・読んで感想を寄せてくれた」という体験を経た児童は、次回
の表現活動への意欲が高まり、より他人にわかりすい表現を心がけるという
好循環が生まれています。
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③表現の力
  「気もち」を表現する「ことば」の獲得

 a

昨今は、自分の気持ちを言語化することが難しい児童が増えています。そ
こで、気持ちを表現することばを身につけるための本を蔵書に増やしている
ところです。国語の物語文の読解にも役立てていただいています。
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④情報を収集する力
アナログ資料とデジタル資料の併用

 あ

子どもたちが社会生活を送る上で情報は不可欠です。学校図書館には本か
ら情報を得るだけでなく、インターネットで情報を調べるためのタブレット
が置かれています。しかし、本やタブレットがあっても、これらを使ってど
のように調べるかが分からなければ必要な情報にたどり着けません。そこで、
「情報を収集する力」をつけるために、学校図書館の本がどのように分類さ
れ配架されているのか・目次索引の使い方・百科事典の使い方といった説明
も図書の授業時に行っています。1人１台のタブレットを使った調べ学習も
増えてきましたが、検索ワードの選び方に苦労したり、インターネット上の
資料が難しくて漢字も読めなかったり内容が理解できなかったりといった問
題も生じています。現在は司書が児童の使いやすい情報が書かれたデジタル
資料のページのQRコード（二次元コード）を作成し、児童がそれをタブレッ
トのカメラ機能で読み込むという形でデジタル情報提供を行っています。
（こちらは、５年生「和の伝統を受けつぐ」の茶道について調べるためのサ
イトのQRコードです）本もインターネットも同じように使いこなせるよう情
報収集スキルを高めていくことが今後の課題です。

以上で南市岡小学校での「生きる教育」をサポートする学校図書館の活動に
ついての報告を
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パネルディスカッション

テーマ

南市岡小学校版「『生きる』教育」

～言葉学びと図書館教育～

【ファシリテーター】 研究部長 教諭 中林 真理子

【パネリスト】

京都大学大学院 教育学研究科 教授 西岡 加名恵

元 大阪市立清水丘小学校 校長 田村 泰宏

大阪市立南市岡小学 校長 木村 幹彦
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南市岡小学校の研究テーマ

思いや考えを豊かに表現し、相互に理解を深め合う児童の育成
～自ら考え、自ら学ぶための国語力と豊かに生きるための実践力を育てる指導～

（１）「明るく前向きに他者と関わる力を育てる国語科読解指導の研究」

（２）「子どもの『個別最適な学び』と『協働的な学び』に役立つ
学校図書館運営の実践」

（３） 心と体を豊かに育む南市岡小学校版「生きる」教育

Q. 南市岡小学校では、「『生きる教育』には、国語科授業の充実が不可欠。」と考えてい
るところです。この点につきまして、まず田村先生からその受け止めやお考えをお聞かせ下
さい。

A. 研究テーマを出していただけますか。(Click)
このテーマを読みますと、先生方のお気持ちが良く伝わってきます。
とくに、国語科教育のテーマが一番に来ているところ、(Click)また、「明るく前向きに他
者と関わる力を育てる」というところ、非常に気に入っています。
「明るく前向きに他者と関わる」というのは子どもの望ましい学校生活そのもので、ここに
先生方の気概を感じます。国語科教育の研究と言うより、むしろ、広く子どもの「ことば学
び」を追究なさっている感じ。
大切なことは、逆にそこから、これからの国語科授業の在り方を見出して行こうとなさって
いるのではないかということです。しかも国語科教育の基本中の基本の読解指導で成果をあ
げておられますね。
必然的に、「子どもの日常的なことば学びの姿」に立ち戻って、国語科教育を考えていこう
となさっている。国語の研究授業を見させていただいて感じていることです。これが大切な
んですね。
国語の授業で、「スモールステップ」を大切になさっておられる、多少時間がかかっても、
そこに通じていくと見ています。
ちょうどこの春から夏にかけて、これを考える手がかりに出会いました。短歌なんです。紹
介します。(Click)
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まず、これです。俵万智さんの子育て中の歌です。
“気配濃く秋は来たれり パンのこと パンと分かって パンと呼ぶ朝”
「パン」は俵さんの子どもが初めて口にしたことばだそうです。これまで漠然としていたこ
とが、日常体験の中でことばを知ることでより際立って理解できる、また、そのことばで表
現できるようになる。ことば学びの原点を見るような歌です。人のことば学びは、この連続
ですね。
中林先生が昨年度の実践で、主幹学校司書の辻先生と一緒になって、「感情リテラシー」の
取り組みをなさいましたよね。子どもが気持ちを表す語彙を豊かにしていく。それを思い出
しました。
作者はことなりますが、こんな短歌にも出会いました。同じようなことを考えさせられます。
(Click)
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この短歌です。NHK短歌という番組を見ていて出会いました。宇宙というテーマに寄せられ
た一首です。
「存在は 名付けて初めて 現れる 恋だの ブラックホールだの」
身の回りのものごとが際立って見えて来る。表現できるんですね。
さきほどの公開授業に引き寄せて考えて見れば、例えば1年の「プライベートパーツ」とい
うことば。このことばにしっかり出会うことで、これからの自分の身体へのとらえ方が変わ
りますね。
「子どもの権利条約」でも同様に、例えば「健康でいられる権利」ということば（名付け）
を知るから、自分や友だちの身体を気遣う。また、健康でいるためにどうしたらいいのと考
えるようになる。
いずれも、子どもにとっては、ことばによるものごとの発見です。また、調べる、尋ねる、
話し合うといった行動にどんどんつながっていきます。さらには、コミュニケーションも生
まれます。
これは、より良い生き方を目指す「生きる教育」であると同時に、実はたいへん深まりのあ
る「ことば学びの体験」なんです。
国語科では、ことばについて系統的に計画的に学んでいく。だから、つい機械的な学びに
なってしまいがちなところ、この「ことば学び」の実態に配慮すれば、その国語科教育でこ
そ、深まりのあることば学びを展開したいものです。ことばってこんなにすばらしいものな
んだとか、こう書けば自分の気持ちをきちんと伝えられるんだとかいった発見や嬉しさを、
つまり、「ことばの良さをしみじみと感じ」ながら学ぶ体験を、まず国語の授業で積み上げ
ていきたいです。積み上げながら、一人ひとりの子どものことばに対する感覚の向上をめざ
す。それが基盤となって、「生きる教育」も成り立つのだと見ています。(Click)
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俵さんのお子さんは、こうなったそうですよ。
“「オレが今マリオなんだよ」 島に来て子はゲーム機に 触れなくなりぬ”
石垣島に移住されて子育てなさったそうです。自然の中でのさまざまな発見。当然友だちと
のふれあいもあったのでしょう、ことばのやりとりもあるでしょう。嬉しいことがあるかも
しれません。また、時としてことばの限界を感じることがあったかもしれません。ともかく、
しみじみと生きたことばを身につけていく様子が伝わってきます。文字面だけで勉強してい
るのとは一味違う学びですね。
ICTの時代だからこそ、こだわりたいところです。
先ほどの研究主題からこんなことを考えています。(Click)
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学校図書館でこの学びを

学校図書館の利活用

教師の願い⇒教材化⇒学習活動
教材研究

子どもが日常生活に見出す文化（科学・芸術・哲学……）
そこで出会う「ことば」「言語文化」

発展読書

心を育てる国語科教育

ことばの力の伸び（目標）

子どもの今あることば（実態）

並行読書Ⅰ 並行読書Ⅱ

参考：【国語科授業スキーム】

文章の内容 物語文・説明文・談話 文章の形式

（内容理解・心情理解） （音声・文字・語・語句・文・文章）
（言語文化・言語生活）

Q. 併せて、田村先生は、国語科の研究会でよく学校図書館が大事と話されます。わたした
ちも、しだいしだいに分かってきました。なぜ、学校図書館なのか、お話を伺いたいです。

A. 次のスライド、お願いします。(Click)
国語の授業で「ことばの良さをしみじみと感じ」ることが大事だと申しました。
では実際の授業でどうすればよいのか。子どもに、やる気、調べる気、言いたい気持ちをも
たせれば良いのです。そこに、学校図書館がもつポテンシャルを活かすということです。
(Click)
これは、わたしが考える国語科授業づくりの概念図です。
くわしくは説明しませんが、大きい円内が国語の授業の一単元とお考え下さい。
この大きい円の外側に、子どもや教師のことばの世界、実態が広がっています。
ことばの良さをしみじみ感じる授業を展開しようとすれば、この外側に広がる、子どもや教
師のことばの世界、まず、その実態をしっかり尊重しながら、授業を進めたいです。
『ごんぎつね』の世界、今に通じません。『一つの花』、戦争中の暮らしも、想像できませ
ん。今のことばの世界、とくに子どものことばの実態に、作品のことばの世界をつなぐ配慮
が必要です。
『ごんぎつね』がしっかり読めた。何か同じようなテーマのお話ないかなあと思う。きつね
に興味をもった子が、ほかにもきつねなどの動物が主人公のお話を読みたいと思うかもしれ
ません。『ごんぎつね』を外につなぐ配慮も、子どもの学びを深めるためにたいせつです。
子どもの学びへの意欲に対して、そこまで配慮してこそ、生きたことば学びが保障されると
考えています。ことばの良さをしみじみ感じる機会を、単元の内にも外にも準備するという
ことです。
このように説明しますと、学校図書館利活用の価値は、自ずと分かります。(Click)
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学校図書館ってどんな所？

「美術館が美しさの水準を示す役割を担って
いるように、図書館はわたしたちの社会が
もっている知とたのしみの水準を表す場所で
なければならないのです。」

『子どもと本』松岡享子著〔岩波新書（新赤版）1533〕

：2015年岩波書店刊・ISBN9784004315339（P168L5～L6）

子どもたちの学びの内外に広がることばの世界。そのエッセンスを整然と取り揃え
ているのが、学校図書館です。
調べ学習や並行読書・発展読書に利活用しない手は無いです。
松岡享子さんという方は、東京こども図書館設立に携わられた司書の方です。この
方が図書館がどんな場所かということを端的に述べておいでです。
「美術館が美しさの水準を示す役割を担っているように、図書館はわたしたちの社
会がもっている知とたのしみの水準を表す場所でなければならないのです。」
大阪市の学校司書や司書教諭の先生方も、このことばのとおり各学校図書館の蔵書
構成や読書活動の充実に努めておられます。
公共図書館にも視野を広げて連携を図れば一層、全ての教科領域にわたって非常に
質の高い「ことばの良さをしみじみと感じる授業」を展開することができるはずだ
と、わたしは考えています。
したがって、国語科の授業でも学校図書館の利活用を強くおすすめするわけです。
本校の国語科の授業研究や学校図書館での実践について、もっともっとお話したい
ものですね。(Click)
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